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成田市農業集落排水事業経営戦略 
団体名：成田市 

事業名：成田市農業集落排水事業（以下、「農業集落排水事業」という。） 

策定月：令和 3（2021）年 3 月 

計画期間：令和 3(2021)年度～令和 12(2030)年度 

 

1  経営戦略策定の目的及び計画期間 
 目的 

農業集落排水事業については、農業集落排水処理施設の老朽化に伴う費用の増大、また

人口減少等に伴い農業集落排水処理施設使用料収入の減少が懸念されるなど、事業を取り

巻く経営環境は厳しさを増しています。  

このことから、客観的な視点から現状分析・評価を実施し、最適な投資規模や資金計画

等各種の経営課題を抽出するとともに、その改善方策について検討し、計画的かつ合理的

な経営を行い、持続可能な農業集落排水事業運営を図ることができるよう、中長期的な計

画である「経営戦略」を、総務省からの要請に基づき策定します。（総務省通知「経営戦

略」の策定・改定の更なる推進について 平成 31（2019）年 3 月 29 日付け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画期間 

 総務省「経営戦略策定・改定ガイドライン」（平成 31（2019）年再編）に示されている

計画期間の考え方である「事業の特性、個々の団体・事業の普及状況、施設の老朽化状況、

経営状況等を踏まえて、10 年以上の合理的な期間を設定することが必要」を踏まえ、農

業集落排水事業における経営戦略の計画期間は、令和 3(2021)年度～令和 12(2030)年度の

10 年間とします。 

 

 

 

農業集落排水事業経営戦略：計画期間 

令和 3(2021)年度～令和 12(2030)年度（10年間） 
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2  事業概要 
 現況 

農業集落排水事業は平成 7（1995）年度に事業着手し、平成 11（1999）年度から供用

開始されています。事業着手から 26 年が経過し、施設整備及び面整備は完了しています

が、今後は農業集落排水処理施設の老朽化に伴う修繕費、改築更新費用の増加が想定され

ます。 

なお、令和 6（2024）年 4 月 1 日から地方公営企業法の一部を適用し（以下、「法適用」

という。）、各種財務諸表の作成や農業集落排水処理施設の資産状況を適正に把握するこ

とで、農業集落排水処理施設の計画的な維持改善や長寿命化への活用を図ってまいりま

す。 

(1) 事業の概要 

表 2.1-1 農業集落排水事業の概要 

項目 農業集落排水事業 備考 

事業着手 平成 7（1995）年度  

供用開始年度 平成 11（1999）年度  

処理区数 6 処理区 横山・馬乗里処理区、名古屋処理区、堀

籠処理区、新田処理区、成井・地蔵原新

田処理区、奈土・津富浦処理区 

終末処理場数 5 箇所  

人口・面積   

行政人口（人） 133,161  

全体計画人口（人） 5,040  

処理区域内人口（人） 2,676  

水洗化人口（人） 1,686  

全体計画面積（ha） 172  

処理区域面積（ha） 172  

処理区域内人口密度（人/ha） 15.56  

処理人口普及率（％） 63.0  

事業費累計（千円） 7,452,444  

管渠費累計 5,033,835 マンホールポンプ整備事業費を含む。 

処理場費 1,812,904  

その他 605,705  

管渠延長（km） 50  

地方公営企業法の適用 非適用 令和 6（2024）年 4 月 1 日一部適用予定 

【出典】令和元年度地方公営企業決算状況調査 令和 2(2020)年 3 月 31 日現在 
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農業集落排水事業における地区別の処理施設名称等は次のとおりです。 

 

表 2.1-2 地区名・処理施設名称等一覧 

地区名 供用開始 処理施設名称 
マンホール 

ポンプ場数 
位置 

横山・馬乗里地区 平成 11 年 6 月 
横山・馬乗里地区農業集

落排水処理施設 

12 か所 

横山及び馬乗里地内 

名古屋地区 平成 11 年 10 月 
名古屋地区農業集落排水

処理施設 

26 か所 

名古屋，猿山及び大菅地内 

堀籠地区 平成 12 年 6 月 

堀籠・奈土・津富浦地区

農業集落排水処理施設 

4 か所 

浅間，堀籠，柴田，奈土，久井

崎，稲荷山，中野及び津富浦地

内 
奈土・津富浦地区 

平成 19 年 4 月 

から 

平成 21 年 4 月 

18 か所 

新田地区 平成 14 年 7 月 
新田地区農業集落排水処

理施設 

10 か所 

新田及び十余三地内 

成井・地蔵原新田地

区 
平成 16 年 4 月 

成井・地蔵原新田地区農

業集落排水処理施設 

8 か所 

成井及び地蔵原新田地内 

計   78 か所  

【出典】成田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例（平成 18 年 3 月 24

日、条例第 32 号） 

 

(2) 最適化の実施状況 

最適化の取り組みとして、平成28(2016)年3月に汚水適正処理構想を策定しています。

同構想では、市全域の汚水処理施設の整備を効率的かつ効果的に進めていくために、それ

ぞれの汚水処理施設の特長を活かした整備区域、整備目標を定め、汚水処理施設の整備を

進めていくこととしています。具体的には、未整備区域内で公共下水道や農業集落排水等

の集合処理施設から遠い地区は合併浄化槽を設置する計画としています。 

なお、同構想では集合処理区域（既整備区域を含む）の集約について検討した結果、農

業集落排水区域の集約、公共下水道計画区域との統合、ともに経済的に不利と判定されて

います。 
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 農業集落排水処理施設使用料の概要 

農業集落排水処理施設使用料（以下、「使用料」という。）は、以下の考え方に基づき設

定されています。 

なお、使用料は消費税率の引き上げに伴う改定を除き、これまで改定を行っていません。 

 

【使用料の考え方】 

・使用料は、1 世帯当たり及び 1 人当たりの額を定め、その数に応じて徴収する「定

額制」としています。 

・『基本料金（１戸あたり月額 2,200 円（税込））及び加算額（１人あたり月額 550 円

（税込））』の合計額を徴収しています。 

 

表 2.2-1 使用料体系（１か月あたり） 

 金額（税込） 

①基本料金（1 戸あたり） 2,200 円 

②加算額（1 人あたり） 550 円 

使用料計算式…①＋（②×使用人数）＝1 か月あたり使用料 

 

具体的な使用料について、下表のとおり例示する。 

人数 金額（1 か月あたり 税込） 

1 人 2,750 円 

2 人 3,300 円 

3 人 3,850 円 

4 人 4,400 円 

5 人 4,950 円 

6 人 5,500 円 

（令和 2 (2020)年 4 月 1 日現在） 

【出典】成田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例 

※20ｍ3当たり使用料（税込） 

基本料金 2,200 円＋加算額 550 円×3 人＝3,850 円 

 （20ｍ3当たり使用料は、一般家庭において月当たり 20ｍ3使用した場合に徴収される

額を示すが、戸割、人頭割等の使用料を設定している団体にあっては、世帯人数を 3 人

とした場合の使用料とする。） 
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 組織 

(1) 組織体制 

 農業集落排水事業は、経済部農政課農業土木係が担当しています。 

経済部農政課の構成（令和 2 年(2020 年)4 月 1 日現在） 

図 2.3-1 組織体制 

 

 

(2) 職員数 

職員数について、令和 2(2020)年度は 2 人で構成されています。 

 

表 2.3-1 職員数 

職員数 2 人 

 うち維持管理担当職員 2 人 

うち建設担当職員 0 人 

（令和 2(2020)年 4 月 1日現在） 

  

 民間活力の活用 

農業集落排水事業では、農業集落排水処理場及びマンホールポンプ場の運転保守管理等

を民間に委託することにより、コスト縮減及び効率的経営に努めています。 

  

経済部 農政課 農林畜産係 

農業振興係 

水田営農係 

農業土木係 
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 経営分析 

経営指標を用いて平成 30年度の農業集落排水事業の経営状況を分析した結果は次のと

おりです。 

表 2.5-1 経営分析指標（平成 30年度値） 

経営指標 成田市 同規模都市平均値1 

収益的収支比率(%) 58.5 84.9 

経費回収率(%) 31.9 53.2 

汚水処理原価(円/㎥) 434.5 301.6 

水洗化率(%) 63.9 81.1 

施設利用率(%) 49.2 50.7 

 

収益的収支比率、経費回収率及び水洗化率は同規模都市平均値以下、汚水処理原価は平

均値以上となっていることから、経営状況の改善が求められます。 

 

《経営指標の算定方法》 

①収益的収支比率 

・総収益／(総費用＋地方債償還金)× 100 

・地方債償還金を含めた収益的収支状況を見るための指標 

②経費回収率 

・農業集落排水使用料／汚水処理費(公費負担分を除く)× 100 

・適正な使用料単価であるか、汚水処理費とのバランスにより評価するための指標 

③汚水処理原価 

・汚水処理費(公費負担分を除く)／年間有収水量 

・汚水処理費が適正であるかを見るための指標 

⑤水洗化率 

・現在水洗便所設置済人口／現在処理区域内人口 × 100 

・管渠施設の効率性や接続状況を見るための指標 

④施設利用率 

・晴天時一日平均処理水量／晴天時現在処理能力 × 100 

・施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、   

施設の利用状況や適正規模を判断する指標。 

 

                                                   

1 同規模都市平均値：総務省が全国の農業集落排水事業について取りまとめ、接続率ごとに分

類し平均値を算出したもの。 
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3  将来の事業環境 
 処理区域内人口の減少 

農業集落排水事業における処理区域内人口（下総地区、大栄地区）は、「成田市汚水適

正処理構想」（平成 27(2015)年度）において「全県域汚水適正処理構想見直し市町村作業

マニュアル」（千葉県、平成 27(2015)年 3 月）をもとに予測しています。 

同構想では、処理区域内人口は令和 3(2021)年度以降は減少が続き、令和 16(2034)年度

には令和 3(2021)年度比で▲18.8％となる見通しとなっています。 

農業集落排水事業の経営は、人口の増減が使用料収入に直結することから、中期的には

処理区域内人口の推移が及ぼす影響は大きいものと考えられます。 

 

 

図 3.1-1 農業集落排水処理区域内人口の予測 

 

 建設工事費の上昇 

過去 10 か年にわたり、全国的に農業集落排水事業に係る建設工事費は上昇の傾向にあ

ります。 

国土交通省の建設工事費デフレーター2（平成 23(2011)年度基準）（令和 2(2020)年 7 月

31 日付け）では、平成 22(2010)年度～令和元(2019)年度までの 10 か年のデフレーター

は次のとおりとなっています。 

 

                                                   
2 建設工事費デフレーター：建設工事に係る名目工事費額（額面どおりの工事費額）を基準

年度の実質額（物価の変動の影響を取り除いた額）に換算する目的で公表されるパーセント

指標。同内容の工事を行う場合に、基準年度と比べ何パーセント程度の工事費が掛かってい

るかを示す。  
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図 3.2-1 建設工事費デフレーター（下水道） 

 

建設工事費は平成 21 年度(2009 年度)に比べて約 15％上昇しており、今後も資材の高

騰や人手不足による労務費の増加などの影響により、上昇することが考えられます。事業

計画策定においては、建設工事費の上昇について考慮しておく必要があります。 

 

 公営企業会計の適用の推進 

公営企業が必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供していくためには、公営企

業会計の適用により、資産を含む経営状況を的確に把握した上で、中長期的な視点に基づ

く経営戦略の策定等を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り組んでい

くことが求められています。 

総務省では、「公営企業会計の適用の更なる推進について」（平成 31 年 1 月 25 日付総

務大臣通知）において、農業集落排水事業について令和 5（2023）年度までに公営企業会

計に移行することを要請しています。 

成田市では、総務省の要請を踏まえて農業集落排水事業について令和 3(2021)年度から

令和 5(2023)年度までの 3 年間を移行準備期間として、令和 6(2024)年 4 月 1 日より法適

用予定です。 
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 将来の改築需要の増加 

供用開始から 22 年が経過し、今後は整備済みの農業集落排水処理施設の老朽化により

改築需要の増加が想定されます。成田市では令和元(2019)年度に機能強化事業（最適整備

構想）を策定し、計画的に整備・更新を実施して行くこととしています。 

 

(1) 実施期間の考え方 

整備・更新の実施期間の検討においては、財政負担可能額を考慮して、単年度に更新が

集中している場合に実施期間を分散させる「平準化」と、同じ地区や対策工事を同時期に

集約することにより、国庫補助事業を活用し実質負担額の軽減及び作業の合理化を図る

「同期化」の考え方があります。 

同構想は、「同期化」により実施期間を計画することとし、財政状況等、今後の情勢を

踏まえつつ計画的に行っていくこととします。なお、必要に応じて整備計画の見直しを実

施することで、より実用的な構想としていきます。 

 

(2) 機能強化事業（最適整備構想）に基づく事業費 

令和 52(2070)年度までの事業費は約 38 億円と多額の支出が見込まれています。 

今後、財政状況や今後の情勢を踏まえて、必要に応じて整備計画の見直しを実施しなが

ら、計画的に事業を実施します。 

なお、管渠施設や処理場の構造物は悪環境を除き、標準的耐用年数の 50 年を越えて使

用することも可能な場合が多くあるため、優先順位を適切に設定して改築事業に臨むこと

とします。 
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4  経営の基本方針 
農業集落排水事業の経営における基本方針は、成田市総合計画「NARITA みらいプラ

ン」との整合や将来の事業環境等を踏まえ、以下のとおりとします。 

 

【経営の基本方針】 

施策（1） 農業集落排水施設の整備と維持管理 

 ①機能強化事業（最適整備構想）に基づき、既存施設の改築、更新等の維持管理を実施

します。また、当該事業の見直しを定期的に行い、実効性のあるものとします。 

②機能強化事業（最適整備構想）に基づく修繕・改築需要を踏まえて、計画的な修繕・

改築事業を実施することにより、ライフサイクルコスト3の低減に努めます。 

施策（2） 農業集落排水事業の健全経営の確保 

 ①農業集落排水事業の健全経営を確保するため、未接続世帯への働きかけにより水洗化

率を向上することを目標とします。また、使用料や受益者分担金の未納者への督促を

強化し、増収、回収に努めます。 

 ②令和 6(2024)年度年度より法適用し、これまで以上に財政状態や経営成績を把握し、

経営の健全化に役立てます。 

施策（3） 民間活力を活用した効率的かつ適切な維持管理 

 ①農業集落排水処理施設の維持管理及び改築に民間活力を活用し、効率的かつ適切な維

持管理に努めます。また、包括的民間委託4の導入の可能性を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
3 ライフサイクルコスト：設計から建設、維持管理、廃棄までの各段階で係る経費の総額を

指す。老朽化施設について改築と修繕のどちらが適切か判断する基準となるもの。 
4 包括的民間委託：「民間事業者が施設を適切に運転し、一定の要求水準（パフォーマンス）

を満足できれば、施設の運転方法の詳細等については、民間事業者の裁量に任せる」という

性能発注の考え方に基づく委託方式。 
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5  投資・財政計画（収支計画） 
 投資・財政計画 

 投資・財政計画（収支計画）は、将来の事業環境や経営の基本方針を踏まえて検討しま

した。検討概要を以下に示します。 

 

 投資・財政計画（収支計画）の策定について 

 収支計画のうち投資について 

(1) 建設投資額 

建設投資額として、機能強化事業及び職員給与費（資本的支出）を見込みます。 

令和 6(2024)年度から令和 10(2028)年度までは年約 3 千 5 百万円、令和 12(2030)年度

は約 1 億 2 千万円の機能強化事業を見込んでおります。 

農業集落排水事業は、供用開始から 22年が経過し、施設の老朽化が進行しているため、

今後も適切な事業を実施していきます。 

令和 6 年度以降、機能強化事業については県補助金、起債により一般会計繰入金の増加

の抑制を図りつつ事業を進めてまいります。 
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（2）起債償還費 

農業集落排水事業の建設には多額の費用を要するため、建設時の財源の多くを起債によ

り賄っています。農業集落排水事業の供用開始から 22 年が経過していますが、過年度の

起債の償還（返済）は現在も継続しており、今後も改築事業に伴い新規借り入れすること

により、起債の償還が続いていく予定です。 

 

 

図 5.2-1  起債償還予定額 

 

 

図 5.2-2  起債未償還残高 
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 収支計画のうち財源について 

(1) 建設財源 

 建設事業の財源として、県補助金、起債、受益者分担金や一般会計繰入金を見込んでい

ます。なお、施設の損傷状況に応じた改築を順次行い、事業費の平準化を行うことを検討

します。そのため、令和 12 年の耐用年数が迫る前に一定水準の改築・修繕を実施し、経

費の平準化を図るとともに施設の長寿命化に努める必要があります。 

 

図 5.2-3 建設財源予定額 

※2030（令和 12）年は、処理施設の供用開始から 30 年経過するため、他年度より多くの改築需要 

 が見込まれます。 

(2) 人口、汚水量の予測 

 成田市の行政人口5は令和 12(2030)年まで増加が続くと見込まれていますが、農業集落

排水事業を行う下総地区及び大栄地区の処理区域内人口は毎年度減少が続くと見込まれ

ています。整備済みの区域において今後新規に農業集落排水施設へ接続する世帯数は少な

いため、将来の水洗化人口6も減少傾向を示します。また、水洗化人口の減少を受け、有

収水量7も減少傾向を示すと予測されます。 

 

図 5.2-4  人口および汚水量の予測 

                                                   
5 行政人口：成田市全体の人口 
6 水洗化人口：処理区域内人口のうち農業集落排水処理施設に接続している人口 
7 有収水量：農業集落排水使用料の徴収対象となる水量（＝汚水処理量） 
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(3) 収益的収入予測 

収益的収入の内訳としては、使用料及び他会計繰入金（一般会計繰入金）がそのほとん

どを占めています。 

使用料は現行の使用料体系を継続した場合、人口（世帯）の減少に伴い減少傾向になる

と予測されます。令和元(2019)年度では約 3 千 3 百万円の収入がありましたが、令和

12(2030)年度には約 3 千万円まで減収となる見込みです。 

毎年度の収益的支出（維持管理費及び支払利息）は使用料のみで賄うことができないた

め、不足する額は一般会計からの繰入金により賄うこととしています。 

 

 

図 5.2-5 収益的収入予測 
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 収支計画のうち投資以外の経費について 

(1) 維持管理費の予測 

維持管理費は、職員給与費、一般管理に関する経費、維持管理費等があります。 

 職員給与費 

令和 2(2020)年度では職員 2 名が維持管理業務に携わっています。令和 3(2021)年度よ

り法適用準備のため事務量が増え、それに伴い職員給与費も増加することが見込まれま

す。 

 一般管理に関する経費 

一般管理に関する経費は、現況と同等の経費水準で推移するものと考えられます。 

 維持管理費 

処理場、マンホールポンプ場及び管渠の維持管理に要する経費は、現況と同等の経費水

準で推移するものと考えられます。 

 予備費 

予定外の支出により予算が不足することに備えて毎年度 5 百万円の予備費を見込んで

います。 

 

図 5.2-6 維持管理費予測 

  



 

 

1
6
 

表 5.2-1 投資・財政計画  

 



 

 

1
7
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6  投資財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組 

の概要 
 

 今後の投資についての考え方・検討状況 

 

 

①広域化・共同化に関する事項 

  農業集落排水事業は、農業集落排水区域の集約または公共下水道計画区域の統合は経

済的に不利であるため、今後も施設集約の広域的な連携は行わない予定です。そのほか

の効率化の方法として事務の共同化の実施事例があるため、全国的な動向を今後も注視

していきます。 

②最適化に関する事項 

成田市では最適化への取組として、平成 27(2015)年度に汚水適正処理構想を策定し

ています。この構想は概ね 5 年程度で社会情勢の変化等に応じて見直しを予定してお

り、それに伴い農業集落排水事業についても併せて見直しを検討します。 

 

 

 農業集落排水事業は、供用開始から 22 年が経過しており、施設の老朽化等に伴い農

業集落排水処理施設の改築が必要と考えられることから、令和元(2019)年度に機能診

断・最適整備構想を実施し、管渠やマンホールポンプ、処理場全体を網羅した修繕・改

築等の機能保全コストを算定しています。 

今後は同構想を踏まえて、農業集落排水処理施設全体のリスクを考慮した優先度等を

踏まえたうえで、財政状況等、今後の情勢を踏まえつつ計画的に行っていくこととしま

す。なお、必要に応じて整備計画の見直しを実施することにより、より実用的な構想と

していきます。 

 

 

 具体的な予定はありませんが、改築事業を含めた PPP/PFI8については、先行事例を

調査していきます。 

 

 

 

 

 

                                                   
8 PPP/PFI：公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことによ

り、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの。 

広域化・共同化・最適化に関する事項 

投資の平準化に関する事項 

民間活力の活用に関する事項（PPP/PFI など） 
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 今後の財源についての考え方・検討状況 

 

 

 農業集落排水事業の経費回収率9は令和元(2019)年度時点で 25.9％（同規模都市平均

値は平成 30(2018)年度で 53.2％）と低い状況となっています。将来的な人口減少に伴

う使用料収入の減少等により、今後も同程度で推移する見込みです。 

農業集落排水事業は成田市の公共下水道事業に比べ使用料単価が高いことから、当面

は使用料負担の公平性の観点から現行の使用料体系を継続しますが、将来的な人口減少

に伴う使用料減収や市全体の一般財源も限られていることから、必要に応じ使用料の見

直しを検討します。 

 

 

  農業集落排水処理施設から発生した汚泥は、成田市の所管する成田浄化センターで焼 

 却処理し、その焼却灰を成田富里いずみ清掃工場にて、溶融処理し埋立て最終処分また 

は再資源化しております。 

農業集落排水事業に係るそのほかの資産または資源の活用例等はありませんが、今後

は他団体の先行事例を注視し、必要に応じて資産の有効活用を検討します。 

 

 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

 

 

現在の維持管理委託は、処理場やマンホールポンプ場の保守点検を民間に委託してお

り、仕様書等により単年度契約で行われていること等から、次に示すような包括的民間

委託の導入の可能性を検討します。 

・動力費や修繕費等も含めた性能発注10による委託 

・処理場やマンホールポンプの維持管理に管渠の維持管理も含めた一体的な委託 

・下水道事業と農業集落排水事業一体となった委託 

 

 

①職員給与費に関する事項 

今後の法適用や改築需要により、損益勘定職員及び資本勘定職員の事務量の増加が

見込まれることから、適正な職員数の確保に努めます。 

                                                   
9 経費回収率：農業集落排水使用料／汚水処理費(公費負担分を除く)× 100 
10 性能発注：民間事業者が施設を適切に運転し、一定の性能を発揮することができれば、施

設の運転方法の詳細等については民間事業者の自由裁量に任せるという考え方。 

使用料の見直しに関する事項 

資産活用に関する事項 

民間活力の活用に関する事項 

主要な経費に関する事項 
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 ②動力費に関する事項 

   動力費低減のため、設備更新時に省電力設備を導入することを検討していきます。 

 ③薬品費に関する事項 

   薬品費は処理水の滅菌のため次亜塩素酸ナトリウム購入費があります。近年は年間

18万円前後で推移しており、今後も同程度で推移すると見込んでいます。 

 ④修繕費に関する事項 

   機能強化事業（最適整備構想）で策定された修繕計画を踏まえて、ライフサイクル

コストの抑制による修繕費の適正化を図ります。 

 ⑤委託費に関する事項 

   委託料の大部分は処理場及びマンホールポンプ場の清掃委託料、設備保守点検委託

料、遠方監視システム管理等委託料が占めており、今後も同程度で推移すると見込ん

でいます。 

 

 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

  令和 3(2021)年度より、農業集落排水事業への法適用に向けた準備を進め、令和

6(2024)年 4 月 1 日から法適用する予定です。 

法適用後は現行の官公庁会計と異なる地方公営企業会計方式で経理することととな

り、収支予測の様式も今回策定のものから変更する必要があります。そのため、法適用

後、決算書及び財務諸表により財務分析等が実施できる段階（令和 7(2025)年度以降）

で、経営戦略を見直す予定とします。 

 


